
区再編

2023（令和5）年12 月 31 日まで 2024（令和６）年１月１日から
（市名）    （区名）  （町字名）      （番地） （市名）  （区名）    （町字名）      （番地）
浜松市  中　区   元城町　103 番地 浜松市  中央区   元城町   103 番地
浜松市  浜北区   貴布祢　3000 番地 浜松市  浜名区   貴布祢　3000 番地

浜松市  天竜区   二俣町二俣  481 番地 浜松市  天竜区   二俣町二俣  481 番地

20242024（令和６）（令和６）年１月１日、行政区が年１月１日、行政区が７区７区からから３区３区に変わります！に変わります！

2023（令和5）年12月31日まで 2024（令和6）年１月１日から

行 

政 

区

中 区

中央区
東 区
西 区
南 区
北 区（三方原地区※）
北 区（三方原地区※以外） 浜名区
浜北区
天竜区 天竜区

※初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町

2023（令和5）年 12 月 31 日まで 2024（令和６）年１月１日から
名称 名称 場所

庁
　
舎

中区役所 中央区役所

中央区

変更なし

東区役所 東行政センター
西区役所 西行政センター
南区役所 南行政センター
浜北区役所 浜名区役所

浜名区
北区役所 北行政センター
天竜区役所 天竜区役所 天竜区

●●天竜区以外の住所の区名が変わります（町字名・番地は変わりません）天竜区以外の住所の区名が変わります（町字名・番地は変わりません）●●

★区名の変更に伴う住所変更の手続きなどについて、できるだけ不要となるよう調整しています。
詳細は、５月号以降の広報はままつ、市ホームページなどでお知らせします

●●郵便番号と電話番号は変わりません郵便番号と電話番号は変わりません●●

●●再編後のサービスの提供拠点について再編後のサービスの提供拠点について●●
①①区役所・行政センター区役所・行政センター
区役所は３つとなります。区役所とならない旧区役所庁舎（東・西・南・北区役所）は「行政センター」となりますが、
区役所と同じサービスを提供します。

ホームページでは、区再編に
ついてまとめた動画を公開
しています。区役所、協働セ
ンター、図書館などでも、関
連資料を閲覧できます。

行政区再編
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2023（令和5）年12 月 31 日まで 2024（令和６）年
１月１日から

名称 名称 場所

協働センター
舞阪、引佐、三ヶ日、春野、佐久間、水窪、龍山 ○○支所

変更なし
上記以外 変更なし※

ふれあいセンター 変更なし
市民サービスセンター 変更なし

◎このページに対するお問い合わせは、区再編推進事業本部（☎ 457-2123）へ

※天竜区の二俣協働センターは、二俣ふれあいセンターに改称します

佐久間協働センター
 ➡ 佐久間支所

 春野協働センター
 ➡ 春野支所

龍山協働センター
 ➡ 龍山支所

引佐協働センター
 ➡ 引佐支所

舞阪協働センター
 ➡ 舞阪支所

水窪協働センター
 ➡ 水窪支所

 三ヶ日協働センター
 ➡ 三ヶ日支所

天竜区役所（変更なし）

浜北区役所 ➡ 浜名区役所

東区役所 
➡ 東行政センター

南区役所
 ➡ 南行政センター

 西区役所
 ➡ 西行政センター

 北区役所
 ➡ 北行政センター

中区役所 ➡ 中央区役所

天竜区天竜区

浜浜名区名区

【凡例】【凡例】
■：区役所■：区役所
▲：行政センター▲：行政センター
●：支所●：支所

●●区役所・行政センター・支所の名称と場所区役所・行政センター・支所の名称と場所●●

一部の協働センター（合併前の旧町村役場）を「支所」に改称します。提供するサービスは現在と変わりません。

②支所、協働センター、ふれあいセンター、市民サービスセンター②支所、協働センター、ふれあいセンター、市民サービスセンター
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中央区中央区


